
届出 を忘れずに届出 届出 

◎問い合わせ 町民課　町民係（電話：６２－２１１５）

　３月・４月は転勤や進学などで、住所変更が最も多い時期です。新地町に引っ越しをしたときや、町外に引っ　３月・４月は転勤や進学などで、住所変更が最も多い時期です。新地町に引っ越しをしたときや、町外に引っ
越すときには住民登録にかかる転入・転出等の届出が必要です。忘れずに手続きをお願いします。越すときには住民登録にかかる転入・転出等の届出が必要です。忘れずに手続きをお願いします。
　下表の届出事項に該当する方は、必ず届出期間内に役場町民課に届出てください。　下表の届出事項に該当する方は、必ず届出期間内に役場町民課に届出てください。

住所登録

3.20
2025

住所変更等の届出

届出事項 届出期間 持参するもの

転入届
（新地町に引っ越しを

　　　　　してきたとき）

転出届
（町外に引っ越すとき）

転居届
（町内で住所を変えたとき）

世帯主変更届

新地町に住み始めた日から
14 日以内

転出予定日の 14 日前から当
日まで

住所を移した日から
14 日以内

変更した日から 14 日以内

・転出証明書（前住所地で交付されたもの）
・マイナンバーカード（保持者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこれない場合 )

・印鑑登録証（登録者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこられない場合 )

・マイナンバーカード（保持者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこられない場合）

・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこられない場合 )

（※）本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真入りの身分証明書（有
　　  効期限内のもの）などです。本人になりすました転出や転入等の届出を未然に防ぐために、住民の異動
　　 届出や印鑑登録等をされる方に身分証明書を提示していただき、本人確認を行っています。
・引っ越しをした際には、「マイナンバーカード」の記載事項の変更が必要ですので、転入届提出時にマイナン
　バーカードをお持ちください。
・「マイナンバーカード」をお持ちの方は、マイナポータルより「引っ越し手続きオンラインサービス」がご利用
　できます。引っ越し前の市区町村に出向くことなく、転出手続きができます。引っ越し後の市区町村へは直接出
　向いて転入手続きを行う必要があります。
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春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
４

月
６
日
㈰
～
４
月
15
日
㈫
ま
で
の

10
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
す
。

　

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
徹
底
し
ま

し
ょ
う
。

運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

ど
ん
な
と
き
も

　

わ
す
れ
ち
ゃ
だ
め
だ
よ

　
　
　
　
　
　
　

み
ぎ
ひ
だ
り

運
動
の
重
点

①
こ
ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行
者

が
安
全
に
通
行
で
き
る
道
路
交
通

環
境
の
確
保
と
正
し
い
横
断
方
法

の
実
践

　
飲
酒
運
転
根
絶
に
向
け

　
た
取
組
の
強
化
に
つ
い
て

　

本
県
で
発
生
し
た
飲
酒
事
故
の

割
合
は
、
令
和
４
年
、
５
年
と
も

全
国
ワ
ー
ス
ト
３
位
で
あ
り
、
令

和
６
年
も
若
干
の
改
善
傾
向
は
見

ら
れ
る
も
の
の
、
未
だ
全
国
平
均

を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
県
内
で
は
、

飲
酒
運
転
の
自
動
車
に
よ
り
、
大

学
受
験
の
た
め
に
来
県
し
て
い
た

受
験
生
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
と

い
う
悲
惨
な
交
通
死
亡
事
故
が
発

生
し
た
後
も
、
飲
酒
運
転
に
よ
る

事
故
が
続
発
し
て
お
り
、
飲
酒
運

転
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
状
況
が
見

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
「
飲
酒
運
転
を
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い
」
と
い
う
飲
酒
運
転
を

許
さ
な
い
社
会
環
境
づ
く
り
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

生
活
環
境
係

☎
６
２
―
２
１
１
６

①町内と公立相馬総合病院間の受付時間と利用時間をこれまでより30分延長し以下の通りとします。

変更後　　受付時間　午前７時～午後５時
　　　　　利用時間　午前７時～午後５時30分

②町内と公立相馬総合病院間の移動において、公立相馬総合病院前の３つの調剤薬局（のぞみ薬局　
相馬店・共創未来 相馬薬局・フロンティア薬局相馬店）を公立相馬総合病院として乗降できます。

令和７年４月１日より新地町タクシー助成事業（しんちゃんタクシー）の
利用方法が一部変更になります

②
歩
行
者
優
先
意
識
の
徹
底
と
な

が
ら
運
転
等
の
根
絶
や
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
適 

切
な
使
用
の
促
進

③
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付

自
転
車
利
用
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
と
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
の
徹
底

地
域
重
点

飲
酒
運
転
を
許
さ
な
い
社
会
環
境

づ
く
り

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

生
活
環
境
係

☎
６
２
―
２
１
１
６

　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

◎しんちゃんタクシーの利用に関する問い合わせ
相馬新地地区無線共同配車組合（電話：３６－７０７０）

◎事業に関する問い合わせ
企画振興課（電話：６２－２１１２）

しんちゃんタクシー利用方法について
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令
和
７
年
固
定
資
産
税

縦
覧
・
閲
覧
制
度
に
つ
い
て

　

令
和
７
年
度
固
定
資
産
税
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
お
よ
び
課
税
台
帳
の

閲
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
令
和
７
年
度
の
固
定

資
産
税
の
基
礎
と
な
る
土
地
と
家

屋
の
評
価
額
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。
気
軽
に
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

期
間

４
月
１
日
㈫
～
４
月
30
日
㈬

︵
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
︶

８
時
30
分
～
17
時
15
分

場
所　
新
地
町
役
場　

税
務
課

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課　

固
定
資
産
係

☎
６
２
―
２
１
１
９

ト
ラ
ク
タ
ー
等
に
よ
る

　
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

春
の
農
作
業
の
時
期
を
迎
え
ま

す
。ト
ラ
ク
タ
ー
等
に
よ
る
転
落
・

横
転
・
追
突
な
ど
の
事
故
が
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

農
作
業
の
際
は
次
の
点
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

①
周
囲
の
安
全
確
認
を
し
っ
か
り

行
い
ま
し
ょ
う
。

②
収
納
式
安
全
フ
レ
ー
ム
は
運
転

時
に
は
必
ず
立
て
て
使
用
し
ま

し
ょ
う
。

③
フ
レ
ー
ム
等
が
整
備
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
、

必
ず
締
め
ま
し
ょ
う
。

④
作
業
時
以
外
は
左
右
独
立
ブ

レ
ー
キ
を
連
結
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

⑤
機
械
点
検
・
清
掃
時
は
エ
ン
ジ

ン
を
止
め
ま
し
ょ
う
。

⑥
作
業
機
付
き
ト
ラ
ク
タ
ー
で
公

道
を
走
行
す
る
場
合
は
ラ
ン
プ
類

や
反
射
板
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

※
農
作
業
機
械
等
で
公
道
を
走

る
時
は
、
農
作
業
機
械
に
付
着

し
た
土
砂
等
を
取
り
除
き
、
道

路
を
汚
さ
な
い
よ
う
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

※
畦
畔
等
の
草
刈
り
を
す
る
場

合
は
、
周
辺
住
民
の
生
活
環
境

に
配
慮
し
て
、
刈
り
取
っ
た
草

は
水
路
に
流
さ
な
い
よ
う
に
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ

農
林
水
産
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
―
２
１
９
４

　
新
地
町
物
価
高
騰

　
対
応
臨
時
支
援

　
給
付
金
の
お
知
ら
せ

　

物
価
高
騰
に
よ
る
家
計
支
援
と

し
て
、
令
和
６
年
度
住
民
税
課
税

世
帯
に
５
︐
０
０
０
円
を
給
付
し

ま
す
。

　

給
付
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、

３
月
１
日
に
支
給
要
件
確
認
書
を

発
送
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
要
件
確
認
書
の
支
給
口
座

の
欄
に
口
座
の
記
載
が
無
い
方
は

確
認
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
振

込
を
希
望
す
る
口
座
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

申
請
期
限
　
３
月
31
日
㈪

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課　

福
祉
係

☎
６
２
―
２
９
３
１

　
公
共
施
設
維
持
管
理

　
業
務
受
託
者
募
集

　︵
二
次
募
集
︶

　

町
で
は
、
公
共
施
設
の
健
全
な

維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
業
務
受

託
者
を
募
集
し
ま
す
。

業
務
内
容　
町
公
共
施
設
の
維
持

管
理
業
務
︻
除
草
、
清
掃
、
ゴ
ミ

拾
い
、
枝
払
い
、
土
砂
払
い
等
︼

※
業
務
に
必
要
な
用
具
、
燃
料
等

は
、
貸
与
、
支
給
し
ま
す
。

業
務
体
系

週
５
日
間
程
度

※
荒
天
日
を
除
く

・
５
月
～
９
月
:
９
時
～
17
時

・
10
月
～
３
月
:
９
時
～
16
時

委
託
料

１
時
間
あ
た
り
１
︐
１
０
０
円

募
集
人
数　
若
干
名

応
募
資
格

次
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
方

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以

上
75
歳
未
満
か
つ
健
康
で
責
任
を

も
っ
て
業
務
を
遂
行
で
き
る
方

②
草
刈
機
︵
肩
掛
け
、
手
押
し
︶

を
使
用
で
き
る
方

③
普
通
自
動
車
第
一
種
免
許
を

持
っ
て
い
る
方

④
草
刈
機
等
を
積
め
る
車
を
所
有

し
て
い
る
方

⑤
契
約
前
ま
で
に
賠
償
責
任
保
険

お
よ
び
、
傷
害
保
険
に
加
入
で
き

る
方

契
約
期
間
　
契
約
日
～
令
和
８
年

３
月
末
ま
で

選
考
方
法

書
類
審
査
お
よ
び
面
接
に
よ
り
選

考
し
ま
す
。

申
込
方
法

　

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
都
市
計
画
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

申
込
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
ま
た
は
都

市
計
画
課
窓
口
に
備
え
つ
け
て
あ

り
ま
す
。

申
込
締
切
日　
４
月
11
日
㈮

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課　

都
市
計
画
係

☎
６
２
―
２
１
１
３

ホームページ
はこちらから



交通事故相談
４月４日㈮

10 時～ 16 時　役場１０１相談室

行政相談
４月 10 日㈭

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

心配ごと相談
４月１日㈫・10 日㈭・21 日㈪

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

無料法律相談所
　町では、弁護士による無料法律相談所を開設
します。
　事前の予約が必要となりますので、問い合わ
せ先へご連絡ください。

開設日　４月 15 日㈫
場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
相談内容 生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎予約・問い合わせ
　町民課　生活環境係（電話：６２ー２１１６）

福島県弁護士会相馬支部（電話：３６ー４７８９）

自家消費野菜等の放射性物質測定結果について
２月測定分

　町では自家消費野菜等の放射性物質測定を行って
います。
　２月の放射性物質測定の申込はありませんでした。
　検査を希望される方は持込方法などをご確認の上、
予約をお願いします。

持込方法
・検査物は 500g 以上必要です。
・検査物を細かくする（みじん切り）

◎予約・問い合わせ　農林水産課　農林水産係
( 電話：６２－２１９４)

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノシシ
の捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕獲隊の活
動にご理解ご協力をお願いします。
　また、事故防止のため、捕獲用の箱罠等には近づ
かないようにお願いします。

◎問い合わせ　農林水産課　農林水産係
（電話：６２ー２１９４）

捕獲数（頭）
２月捕獲数 14

令和６年度累計捕獲数 144

休日在宅歯科当番医

 ６日㈰　  あべ歯科医院
（相馬市）　☎３６- ５５１１

 13 日㈰　くまがみ歯科医院
（原町区）　☎２５- ３４４３

 20 日㈰　佐藤歯科医院
（相馬市） ☎３６- ０７０７

 27 日㈰　小林歯科医院
（原町区） ☎２３- ２７２７

29 日 ㈫　 新 開 歯 科 医 院
（相馬市） ☎３６- ３２１４

   診療時間　９時～ 16 時

４月

休日在宅当番医

６日㈰　すぎやまこどもクリニック
（相馬市）　☎２６- ５１１１

13 日㈰　菅野医院
（新地町）　☎６３- ２３８８

20 日㈰　大石医院
（相馬市） ☎３５- ３４５１

 27 日㈰　菜のはなこどもクリニック
（相馬市） ☎３６- ８７３９

 29 日㈫　浜通りふれあい診療所
（相馬市） ☎２６- ７１００

  
  診療時間　９時～ 16 時


